






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆介護サービス情報の公表調査活動 

本制度は平成１８年度よりスタートしました 

◆「介護サービス情報の公表」制度とは 
介護サービス事業所は介護保険法第 115条の規定

に基づき、定期的に県知事に「介護サービス情報

（基本情報・運営情報）」を報告することが義務

付けられている 

さらに、都道府県知事に対し、事業所から報告 

のあった調査情報についての事実確認調査を行 

うこと、及びその結果を含めた情報を公表する 

ことを義務付けている 

公表された情報により、利用者がより適切な介護

サービスや事業所を選ぶための情報を提供する

仕組みです 

 

◆情報公表のポイント 

(１) 同じ情報を共有できること 

・地域にある介護サービス事業所の比較・検討

ができる 

・いつでも誰でも自由に情報を入手することが

できる 

・利用者や家族をはじめ、ケアマネージャー（介

護支援専門員）、事業者などと同じ情報をも

とにサービス利用の相談がしやすくなる 

・事業所が公表している情報と、実際のサービ

スが比較できるので、介護サービス事業所と

の相談がしやすくなる 

・実施主体は都道府県であり、事業所の規模等

に関係なく公正・公平な情報が提供される 

(２)介護サービスの質の向上に資すること 

・事業者は、サービス改善のための自主努力な

どを自ら公表し、より適切な事業者が利用者

や家族から選ばれることを通じて、介護サー

ビスの質の向上が期待される 

◆対象となるサービス 

公表の対象サービスは、１６グループ50サービス 

です 

※公表の対象となる50サービスのうち、次の要 

件に該当する事業所が調査の対象となります 

・該当年の1月1日を基準日として介護サービス

の提供を行なっていること 

 ・上記基準日の前年の介護報酬実績が100万円 

以上であること 

◆外部評価と目標達成計画について 
～～評価結果を眠らせない～～ 

事業所は、外部評価結果が確定後、自己評価と外部評価を照らし

合わせ総括的な評価をもとに、評価調査員が「評価」することで得

られた、サービス向上への「気付き」を参考にして、「目標達成計

画」を立案する 

目標達成計画は、職員全員で次のステップに向けて取り組むため

の目標設定であり、事業所のマニフェストです 

評価で得られた「気付き」に基づき、職員の自発的な努力とそこか

ら誘発されたケアの「実践」により、サービスの質の改善に結びつ

けることで、評価の成果が得られることから、評価調査員は、目標

設定⇒実践⇒評価⇒チェック・見直し⇒評価 のＰＤＣＡサイクルを

身につけて、事業所のサービスの質改善向上へ向けて、継続して支

援する事が肝要です 

◆福祉サービス第三者評価とは 
「福祉サービス第三者評価」は、事業者の提供す

る福祉サービスの質を、第三者機関が客観的な

立場から評価を行い、事業者のサービスの質の向

上を図るとともに、評価結果が公表されることに

よって利用者のサービス選択に資することを目

的としています 

 

◆福祉サービス第三者評価の目的 

(１) 福祉サービス事業者のサービスの質の向

上事業者自らが個々の抱える課題を具体

的に把握し、サービスの質の向上に向けて

取り組むための支援 

(２) 利用者への情報提供 

評価結果を公表することにより、利用者が

自分のニーズに適した事業者を選択するた

めの有効な情報の提供 

◆第三者評価の効果 

 (１) 第三者評価を受ける過程で、職員の自覚と

改善意欲の醸成および課題の共有が図られ

ること 
(２) 現在提供しているサービスの質について、改

善すべき点が明らかになること 

(３) サービスの質の向上に向けて、具体的な目

標を設定することができること 

(４) 第三者評価を受けることによって、利用者や

家族、地域からの信頼が得られること 

(5) 提供するサービス内容の改善・向上が図ら

れること 

(6) サービスの質の向上に向けた積極的な取り

組み姿勢をＰＲすることができること  

(7) 継続して受審することにより、事業所の新

しい情報を利用者に提供することができる

こと 

◆地域密着型サービス外部評価活動 

◆福祉サービス第三者評価活動 

◆地域密着型サービス外部評価とは 

地域密着型サービスの評価は事業所自らが実施する「自己評価」と

評価機関が実施する「外部評価」から成ります 

自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくり

を誘導し、その内容及び範囲において、指定基準を上回るものとして

設定される 

外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前

に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察し、外

部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行います 

◆評価基準と評価項目 

宮城県の外部評価実施要綱に定めた評価基準に沿って行います。 

自己評価＝55項目、アウトカム項目＝１３項目、利用者・家族アンケート

＝１２項目、外部評価を20項目 

◆外部評価の目的 

(１) 利用者及び家族の安心と満足の確保を図ること  

(２) 良質なサービスの水準の確保とその質の改善・向上を図ること 

(３) 改善点を明確にし、改善に向けた関係者の自発的努力と体制づ

くりを促すこと 

(４) 継続的に評価を行うことを通じて、関係者による自主的な研修

等によるケアの向上を促す教育的効果をねらうこと 

(５) グループホームに対する社会的信頼を高めること 

(６) 利用者及びその家族に情報を提供し、安全と満足を高め、利用

者へのサービスの選択に寄与すること 

◆評価対象事業所 

・子ども向けサービス 

 保育所等、社会的養護関係施設(児童養護施設、

乳児院など) 

・障害者・児向けサービス 

 障害者支援施設、障害児入所施設、障害福祉サ

ービス事業所、障害児通所支援事業所 など 

・高齢者向けサービス 

 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老

人ホーム、高齢者通所介護、高齢者訪問介護  

など 

 








